
 

議員提出議案第５号 

 

 

 

 

守口市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 

守口市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を、次のように制定する。 

 

 

 

令和３年３月２２日提出 

 

 

 

                                    守口市議会議員 坂  元  正  幸 

                                    同       高  島     賢 

                                    同       竹  嶋  修 一 郎 

                                    同       松  本  満  義 

                                    同       小 鍛 冶  宗  親 

                                    同       水  原  慶  明 

                                                同       福  西  寿  光   

                                     

 

記 



 

   守口市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

 守口市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年守口市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第１条から第１０条まで 略 第１条から第１０条まで 略 

  

別表 略 別表 略 

  

別記様式（第７条第１項関係） 別記様式（第７条第１項関係） 

  平成  年  月  日 

略 

会派名 

経理責任者名           ㊞ 

平成  年度政務活動費収支報告書 

 守口市議会政務活動費の交付に関する条例第７条第１項に基づき、下記のとおり

平成  年度政務活動費収支報告書を提出します。 

略 
 

    年  月  日 

略 

会派名 

経理責任者名            

    年度政務活動費収支報告書 

守口市議会政務活動費の交付に関する条例第７条第１項に基づき、下記のとおり 

  年度政務活動費収支報告書を提出します。 

略 
 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


